
雑工事の作業手順 制定・改定日　2022.2.18

・作業内容の確認 ・指示内容確認
・作業人員の確認 ・安全打合せ書による。
・保護具の確認 ・安全チェックシートの活用。
・使用機械、資材、工具の点検 ・KY活動を行う。
・規制内容の確認 ・持込点検の実施

・有資格者による作業を行う。 ・作業前資格証の確認を行う。
・重機旋回範囲内は、立入禁止。 ・重機接触事故防止を防ぐ。
・保護具の着用。 ・作業に合った保護具の着用をする。
・飛散防止を行う。 ・運搬中の飛散防止を行う。
・不安全行動防止。 ・危険予知を行い、不安全行動を防止する。
・重量物取り扱いに注意する。 ・角材等使用し、挟まれ事故を防止する。
・作業に応じて重量物の固定等行う。 ・必要に応じて、重量物の固定できる道具、機械を用意する。
・作業中の転倒に注意。 ・作業中、足下の整理整頓を行い、安全に作業する。

・民地を借用する際は、許可を得てから行う。
・作業箇所をラバコン等で囲い、一般者の安全を確保する。

・作業箇所の清掃を竹ぼうき等で行う。 ・作業箇所に小石など落ちていないか清掃後確認を行う。

・使用した道具、機械、余った材料は、トラックに積み込みむ。 ・使用した道具等現場に忘れ物が無いか確認をする。
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　※現場で作業手順を変更する場合は作業を中止し、作業責任者からメンテ名古屋担当者に報告・相談する。

■注意事項（共通の指導事項）
1.プレートの確認
2.有資格者による、機械作業を行う。
3.重機の作業半径内立入禁止。
4.積み荷の過積載禁止。
5.車輌誘導の徹底。
6.消化器の用意

8.一人作業の禁止
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7.手持ち式振動工具については取扱を十分理解し、使用する。


